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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属基材と、
　前記基材に施されている粉末コーティングと
を備える汚れ付着防止パネルであって、前記粉末コーティングは、
　フッ化炭素基を実質的に含まず少なくとも２つの官能基を有するポリマー樹脂を含有す
る結合剤と、
　前記ポリマー樹脂の前記官能基と反応する架橋剤と、
　溶媒を実質的に含まず、かつフッ素系陰イオン界面活性剤を含有する界面活性剤組成物
とを混ぜたものを含んだ混合物から形成されており、
　前記フッ素系陰イオン界面活性剤は、粉末コーティング組成物の総重量を基準にして０
．０５重量％から４重量％までの範囲の量で存在する、汚れ付着防止パネル。
【請求項２】
　前記フッ素系陰イオン界面活性剤は、前記粉末コーティングの総重量を基準にして０．
７重量％から３．０重量％までの範囲の量で存在する、請求項１に記載の汚れ付着防止パ
ネル。
【請求項３】
　前記フッ素系陰イオン界面活性剤はリン酸基置換基を含む、請求項１に記載の汚れ付着
防止パネル。
【請求項４】
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　前記フッ素系陰イオン界面活性剤は１から６までの範囲のｐＨを有する、請求項３に記
載の汚れ付着防止パネル。
【請求項５】
　前記フッ素系陰イオン界面活性剤は５０℃から７０℃までの範囲の融点を有する、請求
項１に記載の汚れ付着防止パネル。
【請求項６】
　前記ポリマー樹脂は、４５℃から９０℃までの範囲のガラス転移温度を有する、請求項
１に記載の汚れ付着防止パネル。
【請求項７】
　前記混合物は、揮発性有機溶媒を含まず、１００％の固形分を有する、請求項１に記載
の汚れ付着防止パネル。
【請求項８】
　前記粉末コーティングは、４５μｍから１２０μｍまでの範囲の厚さを有する、請求項
１に記載の汚れ付着防止パネル。
【請求項９】
　金属基材と、
　前記基材に施されている粉末コーティングと
を備える汚れ付着防止パネルであって、前記粉末コーティングは、溶媒を実質的に含まな
い混合物から形成されており、前記混合物は、
　フッ化炭素基を実質的に含まず少なくとも２つの官能基を有するポリマー樹脂を含有す
る結合剤と、
　前記ポリマー樹脂の前記官能基と反応する架橋剤と、
　顔料と
を含み、前記顔料は、フッ素系陰イオン界面活性剤で前処理されている、汚れ付着防止パ
ネル。
【請求項１０】
　前記フッ素系陰イオン界面活性剤は、リン酸基置換基及びＣ６～Ｃ１６ペルフルオロア
ルキルエチル基を含む、請求項９に記載の汚れ付着防止パネル。
【請求項１１】
　前記フッ素系陰イオン界面活性剤は１から６までの範囲のｐＨを有する、請求項１０に
記載の汚れ付着防止パネル。
【請求項１２】
　前記顔料は、前記粉末コーティングの総重量を基準にして１０重量％から３０重量％ま
での範囲の量で存在する、請求項９に記載の汚れ付着防止パネル。
【請求項１３】
　汚れ付着防止パネルを形成するための方法であって、その方法は、
　ａ）顔料をフッ素系陰イオン界面活性剤で前処理して、前処理済みの顔料を形成するス
テップと、
　ｂ）前記前処理済みの顔料を少なくとも２つの官能基を有するポリマー結合剤及び架橋
剤と混合して、溶媒を実質的に含まない粉末コーティング前駆体混合物を形成するステッ
プと、
　ｃ）前記粉末コーティング前駆体混合物を金属基材に塗布するステップと、
　ｄ）前記架橋剤を前記ポリマー結合剤の前記官能基と反応させることにより前記粉末コ
ーティング前駆体混合物を硬化させて、汚れ付着防止パネルを形成するステップとを含み
、前記ポリマー結合剤は、フッ化炭素基を実質的に含まず、前記フッ素系陰イオン界面活
性剤は、前記顔料の総重量を基準にして１０重量％から２５重量％までの範囲の量で存在
する、方法。
【請求項１４】
　ステップｂ）の間に、前記ポリマー結合剤及び前記前処理済みの顔料は、９０℃から１
１０℃までの範囲の温度で押出機において混合される、請求項１３に記載の汚れ付着防止
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パネルを形成するための方法。
【請求項１５】
　ステップｂ）の後でかつステップｃ）の前に、前記粉末コーティング混合物はペレット
化される、請求項１３に記載の汚れ付着防止パネルを形成するための方法。
【請求項１６】
　前記フッ素系陰イオン界面活性剤は、前記粉末コーティング前駆体混合物の総重量を基
準にして約０．０５重量％から約４重量％までの範囲の量で存在する、請求項１３に記載
の汚れ付着防止パネルを形成するための方法。
【請求項１７】
　前記ポリマー結合剤は、４５℃から８０℃までの範囲のガラス転移温度を有する、請求
項１４に記載の汚れ付着防止パネルを形成するための方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フッ素系陰イオン界面活性剤を含む土汚れ付着防止粉末コーティングに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　ある種のフッ化炭素含有ポリマー及びシロキサン含有ポリマーは、塗料及び他の溶媒系
コーティングに耐汚れ特性を付与することができる場合があることが知られている。しか
しながら従来は、得られるコーティングに所望の耐汚れ特性を付与するためには、調製物
全体がそのようなフッ化炭素及びシロキサン含有ポリマーを大量に含むことが必要であっ
た。そのため、コーティングの露出表面の耐汚れ特性とコーティングが下地基材に付着す
る能力との間で得られるバランスが損なわれていた。したがって、下地基材との結合強度
を損なわずに所望とする露出表面の撥汚性を達成する耐汚れコーティング、特に土汚れ付
着防止コーティングを提供する必要性が存在する。粉末コーティング系はそのような耐汚
れ特性には有利であるが、典型的な塗料及びコーティングとは異なり、無溶媒系が望まし
いという更なる制約がある。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明の幾つかの実施形態は、基材と、基材に施された粉末コーティングとを備える汚
れ付着防止パネルを含む。幾つかの実施形態では、粉末コーティングは、ポリマー樹脂と
架橋剤と界面活性剤組成物を混ぜたものを含んだ混合物から形成される。幾つかの実施形
態では、ポリマー樹脂は、フッ化炭素基を実質的に含まない。界面活性剤組成物は、無溶
媒であってもよく、フッ素系陰イオン界面活性剤を含んでいてもよい。幾つかの実施形態
によると、フッ素系陰イオン界面活性剤は、粉末コーティング組成物の総重量を基準にし
て０．０５重量％から４重量％までの範囲の量で存在してもよい。
【０００４】
　幾つかの実施形態によると、本発明は、基材と、基材に施された粉末コーティングとを
備える汚れ付着防止パネルに関する。粉末コーティングは、溶媒を実質的に含まない混合
物から形成されてもよい。幾つかの実施形態では、前記混合物は、結合剤及び顔料を含む
。幾つかの実施形態では、前記混合物は、フッ化炭素基を実質的に含まないポリマー樹脂
を含む。幾つかの実施形態では、顔料は、フッ素系陰イオン界面活性剤で前処理されてい
る。
【０００５】
　幾つかの実施形態において、本発明は、汚れ付着防止パネルを形成するための方法に関
する。その方法は、ポリマー結合剤と顔料とフッ素系陰イオン界面活性剤とを含む粉末コ
ーティングを調製する第１のステップを含んでもよい。上記方法は、粉末コーティングを
基材に塗布する第２のステップを更に含んでもよい。上記方法は、粉末コーティングを硬
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化させて汚れ付着防止パネルを形成する第３のステップを更に含んでもよい。幾つかの実
施形態において、汚れ付着防止コーティングが塗布される基材は、天井タイル又は天井パ
ネルである。本発明の幾つかの実施形態によると、ポリマー結合剤は、フッ化炭素基を実
質的に含まず、フッ素系陰イオン界面活性剤は、単一の顔料の総重量を基準にして１０重
量％から２５重量％までの範囲の量で存在する。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本発明は、基材と、基材に施された粉末コーティング層とを含む土汚れ付着防止パネル
に関する。上記粉末コーティングは、陰イオン性フッ化化合物を含むことにより土汚れ付
着防止特徴を示す。上記粉末コーティングは、結合剤組成物及び架橋剤のハイソリッド前
駆体混合物から形成される。本明細書で考察されているように、前駆体混合物を高温度で
反応させて、完全に硬化した粉末コーティング組成物を形成することができる。幾つかの
実施形態では、前駆体混合物は、１００％の固形分を有し、溶媒を実質的に含まない。
【０００７】
　本明細書で考察されているように、結合剤組成物は、硬化中に架橋剤と反応することが
できるポリマー樹脂を含むことにより、完全に硬化したマトリックス組成物を形成するこ
とができる。幾つかの実施形態によると、本発明のポリマー樹脂は、ガラス転移温度、分
子量、官能性、溶融粘度、並びに膜形成及び均展特性を含む特定の材料特性を有すること
になる。上記の参照されている材料特性を適切に考慮せず、望ましくないポリマー樹脂を
選択すると、得られる前駆体混合物が、不良な保存寿命及び不適切な処理中の流動特性を
示す場合があり、得られる粉末コーティングが、コーティングを施行不能にする不適切な
膜形成特徴を示す場合があるため、粉体コーティングに適さない組成物がもたらされる場
合がある。
【０００８】
　本発明によると、ポリマー樹脂は、室温よりも高いガラス転移温度（Ｔｇ）、好ましく
は少なくとも約５０℃のガラス転移温度（Ｔｇ）を有する少なくとも１つのポリマー組成
物を含むべきである。本発明の幾つかの実施形態によると、ポリマー樹脂は、約５０℃の
Ｔｇを有していてもよい。本発明の幾つかの実施形態によると、ポリマー樹脂は、約６０
℃のＴｇを有していてもよい。本発明の幾つかの実施形態によると、ポリマー樹脂は、約
７０℃のＴｇを有していてもよい。本発明の目的では、用語「約」は、＋／－５％を意味
する。
【０００９】
　ポリマー樹脂のガラス転移温度を正しく選択することは、粉末コーティングの塗布にと
って重要な検討事項である。Ｔｇが低すぎると、混合物の焼結並びに保管及び／又は輸送
中の凝集に耐えることができない前駆体混合物がもたらされるため、前駆体混合物の保存
寿命が損なわれる。反対に、粉末コーティングは固形分が高いため、高過ぎるＴｇを有す
るポリマー樹脂を選択すると、処理中の流動性又は塗布後の均展特性が不適切な前駆体混
合物がもたらされ、それにより粉末コーティング組成物が不均一に塗布される場合がある
。ポリマー樹脂のＴｇは、本明細書で考察されているように、分子量、ポリマー骨格のタ
イプ、及び結晶化度を含むがそれらに限定されない幾つかのパラメーターを選択すること
により制御することができる。
【００１０】
　ポリマー樹脂の流動特性は、溶融粘度により測定される。固形分が高い場合（好ましく
は、固形物１００％、無溶媒）、低い溶融粘度を得ることは、処理中にポリマー樹脂の最
大流動性を確保するための検討事項である。混合及び硬化中、ポリマー樹脂は、処理され
ると共に（本明細書で考察されているように）、前駆体混合物に存在する架橋剤とも呼ば
れる硬化剤と反応し始める。そのため、完全に硬化した粉末コーティングになると共に、
前駆体混合物の粘性が著しく増加する。したがって、低い溶融粘度を示すポリマー樹脂を
使用することは、完全に硬化した粉末コーティングに近づく架橋度に反応する前に、処理
ユニット（本明細書で考察されているような）で前駆体混合物が混合及び流動するのに十
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分な時間を確保するための基準である。ポリマー樹脂の溶融粘度は、本明細書で考察され
ているように、分子量、官能性、及びポリマー骨格のタイプを含む幾つかの要因の結果で
ある。ここで、ポリマー樹脂及び前駆体混合物全体の具体的な溶融粘度を考察する。
【００１１】
　本発明によると、ポリマー樹脂は、約１，５００から１５，０００までの範囲の重量平
均（Ｍｗ）分子量を有する少なくとも１つのポリマー組成物を含むべきである。本発明の
幾つかの実施形態では、ポリマー樹脂は、約１５，０００から３０，０００までの範囲の
重量平均（Ｍｗ）を有していてもよい。ポリマー樹脂の分子量は、粉末コーティングの柔
軟性、衝撃強度、及び加工性（つまり、溶融粘度）に影響を及ぼす。より大きな分子量（
Ｍｗ）を有するポリマー樹脂は、より低い重量（Ｍｗ）のポリマー樹脂と比較して、より
大きな溶融粘度を示す。
【００１２】
　好ましい実施形態では、約１，５００から約１５，０００までの範囲の分子量（Ｍｗ）
を有するポリマー樹脂は、約１の多分散性を有する。多分散性は、ポリマー組成物の数平
均（Ｍｎ）分子量に対する重量平均（Ｍｗ）分子量の比である。約１の多分散性を有する
ことにより、処理中の前駆体混合物の所望の低溶融粘度を犠牲にせずに、得られる粉末コ
ーティングの物理的特性（つまり、柔軟性、衝撃強度）が最大化される。本発明の幾つか
の実施形態による粉末コーティングに必要とされる場合があるように、高い固形分（好ま
しくは、無溶媒）の前駆体混合物を処理する場合、低溶融粘度が好ましい。
【００１３】
　幾つかの実施形態によると、本発明の粉末コーティングを形成する三次元架橋ポリマー
ネットワークを形成するには、ポリマー樹脂が、架橋剤に存在する官能基と反応するのに
平均で少なくとも２つの官能基が利用可能であるポリマーを含むことが必要である。幾つ
かの実施形態では、ポリマー樹脂は、官能基の平均数が、２から１０個の官能基の平均範
囲であってもよい。幾つかの実施形態では、ポリマー樹脂は、直鎖又は分岐の骨格を有し
ていてもよく、官能基の位置は、ポリマー樹脂の骨格のタイプに依存するだろう。幾つか
の実施形態では、ポリマー樹脂は、ポリマーの末端に位置する２～４個の官能基を有する
直鎖ポリマーである。ポリマー樹脂の官能基は、ヒドロキシル基、カルボン酸基、イソシ
アネート基、エポキシ基、アクリル基、及びそれらの組み合わせから選択してもよい。幾
つかの実施形態では、ポリマー結合剤の官能基は、本明細書で考察されているように、一
時的にブロックされていてもよい。
【００１４】
　本発明の幾つかの実施形態によると、ポリマー樹脂は、エステル基、ウレタン基、炭酸
基、エポキシ基、及びそれらの組み合わせから選択される部分を有する骨格を有するポリ
マーを含んでいてもよい。
【００１５】
　幾つかの実施形態では、結合剤組成物は、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、エポ
キシ樹脂、及びポリエステル－ウレタンアクリレート樹脂から選択されるポリマー樹脂を
含む。好適なポリエステル樹脂は、ヒドロキシル官能性（ＯＨ）又はカルボキシル官能性
（ＣＯＯＨ）であってもよい。ポリエステル樹脂は、ポリカルボン酸及びポリオールの反
応産物であってもよい。本発明の目的では、用語「ポリカルボン酸」は、少なくとも２つ
のカルボン酸基を有する化合物を含む。本発明の目的では、用語「ポリオール」は、少な
くとも２つのヒドロキシル基を有する化合物を含む。ヒドロキシル官能性ポリエステルの
場合、ポリオールは、ポリカルボン酸に対して、ＯＨ：ＣＯＯＨが２：１から６：１まで
の範囲の化学量論的過剰量で存在する。ポリオールが過剰であると、エステル化反応中に
遊離カルボン酸基は全て消費されるが、過剰ヒドロキシル基は消費されずに残ることにな
る。ヒドロキシル基は、ポリエステルの末端に存在してもよい。カルボキシル官能性ポリ
エステルの場合、ポリカルボン酸は、ポリオールに対して、ＣＯＯＨ：ＯＨが２：１から
６：１までの範囲の化学量論的過剰量で存在する。ポリカルボン酸が過剰であると、エス
テル化反応中に、遊離ヒドロキシル基は全て消費されるが、過剰カルボン酸基が消費され
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ずに残ることになる。カルボン酸基は、ポリエステルの末端に存在してもよい。
【００１６】
　ポリエステル樹脂を形成するヒドロキシル官能性化合物及びカルボキシル官能性化合物
の縮合反応は、触媒により支援することができる。幾つかの非限定的な実施形態では、触
媒は、Ｎ－メチルイミダゾール、ジアザビシクロ［２，２，２］オクタン、ジアザビシク
ロ［５，４，０］ウンデカ－７－エン、及びペンタメチルジエチレントリアミン、及びそ
れらの混合物から選択してもよい。好適なエステル化触媒の他の例としては、テトラブチ
ル－ｏ－チタネート、オクタン酸第一スズ、ｐ－トルエンスルホン酸、及びそれらの組み
合わせが挙げられる。
【００１７】
　非限定的な実施形態では、ポリオールは、ジオール、トリオール、又は４～８つのヒド
ロキシル基を有する高級官能性ポリオール（例えば、テトロール）であってもよい。幾つ
かの実施形態では、ポリオールは、芳香族、脂環式、脂肪族、又はそれらの組み合わせで
あってもよい。幾つかの実施形態では、カルボキシル官能性化合物は、ジカルボン酸、ト
リカルボン酸、４～８つのカルボン酸基を有する高級官能性ポリカルボン酸、又はそれら
の組み合わせである。幾つかの実施形態では、ポリカルボン酸は、脂肪族、脂環式、芳香
族、又はそれらの組み合わせであってもよい。
【００１８】
　幾つかの実施形態では、ポリオールは、エチレングリコール、プロピレングリコール、
ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール、トリプロピ
レングリコール、ヘキシレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリ
コール、及びネオペンチルグリコール等のアルキレングリコール；水素化ビスフェノール
Ａ；シクロヘキサンジオール；１，２－プロパンジオール、１，３－プロパンジオール、
ブチルエチルプロパンジオール、２－メチル－１，３－プロパンジオール、及び２－エチ
ル－２－ブチル－１，３－プロパンジオールを含むプロパンジオール；１，４－ブタンジ
オール、１，３－ブタンジオール、及び２－エチル－１，４－ブタンジオールを含むブタ
ンジオール；トリメチルペンタンジオール及び２－メチルペンタンジオールを含むペンタ
ンジオール；シクロヘキサンジメタノール；１，６－ヘキサンジオールを含むヘキサンジ
オール；ヒドロキシアルキル化ビスフェノール；ポリエーテルグリコール、例えばポリ（
オキシテトラメチレン）グリコールから選択されるジオールを含んでいてもよい。幾つか
の実施形態では、ポリオールは、トリメチロールプロパン、ペンタエリトリトール、ジペ
ンタエリトリトール、トリメチロールエタン、トリメチロールブタン、ジメチロールシク
ロヘキサン、及びグリセロール等から選択されるトリオール又は高級ポリオールであって
もよい。
【００１９】
　幾つかの実施形態では、ポリカルボン酸は、アジピン酸、アゼライン酸、セバシン酸、
コハク酸、グルタル酸、デカン二酸、ドデカン二酸、フタル酸、イソフタル酸、５－ｔｅ
ｒｔ－ブチルイソフタル酸、テトラヒドロフタル酸、テレフタル酸、ヘキサヒドロフタル
酸、メチルヘキサヒドロフタル酸、テレフタル酸ジメチル、２，５－フランジカルボン酸
、２，３－フランジカルボン酸、２，４－フランジカルボン酸、３，４－フランジカルボ
ン酸、２，３，５－フラントリカルボン酸、２，３，４，５－フランテトラカルボン酸、
シクロヘキサンジカルボン酸、１，３－シクロヘキサンジカルボン酸、１，４－シクロヘ
キサンジカルボン酸、並びにそれらの無水物及びそれらの混合物から選択されるジカルボ
ン酸を含んでいてもよい。幾つかの実施形態では、ポリカルボン酸は、トリメリト酸及び
その無水物等のトリカルボン酸から選択してもよい。
【００２０】
　幾つかの実施形態では、粉末コーティング組成物に好適なポリウレタン樹脂は、例えば
、米国特許第４，４０４，３２０号明細書及び米国特許第４，２４６，３８０号明細書に
開示されている。好適なポリエステル－ウレタンアクリレートは、例えば米国特許第６，
２８４，３２１号明細書に開示されている。粉末コーティング組成物に好適なエポキシ化
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合物は、例えば、米国特許第５，７３２，０５２号に開示されている。
【００２１】
　ポリエステル樹脂を生成するために使用される反応物の特定のタイプ及び量は、ポリマ
ー樹脂の溶融粘度、結晶化度、及びＴｇに著しい影響を及ぼす。特に、芳香族及び／又は
脂環式モノマーは、高いＴｇのポリマーに結びつき、より長鎖の脂肪族モノマーは、より
低いＴｇのポリマーに結びつく。例えば、テレフタル酸／イソフタル酸に由来するエステ
ル基を骨格中に著しいレベルで有するポリエステル樹脂は、ある量のテレフタル酸／イソ
フタル酸をアジピン酸に置換することにより、そのＴｇを低下させることができ、それに
より、より柔軟性があり、より低い温度で流動する可能性がより高いポリエステル樹脂が
作製される。しかしながら、アジピン酸を多量に置換し過ぎると、粉末コーティング調製
物で使用するには低すぎるＴｇを有するポリエステルがもたらされることになる。
【００２２】
　非限定的な実施形態では、ポリマー樹脂は、１００％の固形分を有し（つまり、溶媒を
含まない）、２００℃にて、２，０００ｍＰａ／ｓから５，０００ｍＰａ／ｓまでの範囲
（その部分範囲及びその間の整数を全て含む）の溶融粘度を有する。非限定的な実施形態
では、ポリマー樹脂は、約５０℃から約７０℃の範囲のＴｇを有していてもよい。幾つか
の実施形態では、ポリマー樹脂は、ヒドロキシル官能性であってもよく、約４０から約３
００の範囲のヒドロキシル価を有していてもよい。好適なヒドロキシル官能性ポリマー樹
脂の非限定的な例としては、市販のＰｏｌｙｍａｃ３１１０及び／又はＲｕｃｏｔｅ１０
２等の、ヒドロキシル官能性ポリエステル樹脂が挙げられる。幾つかの実施形態では、ポ
リマー樹脂は、カルボキシル官能性であってもよく、３０から５０までの範囲の酸価を有
していてもよい。
【００２３】
　本発明の幾つかの実施形態によると、架橋剤は、少なくとも２つの官能基を有する少な
くとも１つの低分子量化合物を含む。架橋剤は、２～６つの官能基を含んでいてもよい。
別の実施形態では、架橋剤は、２～４つの官能基を含んでいてもよい。架橋剤の官能基は
、ヒドロキシル基、カルボン酸基、イソシアネート基、エポキシ基、及びそれらの組み合
わせから選択してもよい。
【００２４】
　幾つかの非限定的な実施形態では、好適な架橋剤としては、前述のポリオール化合物、
ポリカルボン酸化合物、並びにグリシジル官能性アクリルコポリマー等のポリイソシアネ
ート化合物及びエポキシ官能性化合物を挙げることができる。幾つかの実施形態では、架
橋剤の官能基は、本明細書で考察されているように、一時的にブロックされていてもよく
、それにより保管及び輸送中の前駆体混合物の保存寿命が増強される。特定の官能基は、
得られる粉末コーティングの所望の組成に依存するだろう。
【００２５】
　架橋剤の特定の選択は、ポリマー樹脂のタイプ及び所望の最終マトリックス組成物に依
存するだろう。例えば、ヒドロキシル官能性ポリエステルは、ポリカルボン酸架橋剤で硬
化してもよく、それにより三次元ポリエステルマトリックスがもたらされる。この場合、
架橋剤に対するポリエステル樹脂のＯＨ：ＣＯＯＨ化学量論比は、エステル化架橋反応中
にポリマー樹脂及び架橋剤の官能基が両方とも全て消費されるように約１：１にする。
【００２６】
　或いは、ヒドロキシル官能性ポリエステルは、ポリイソシアネート架橋剤で硬化しても
よく、それによりポリエステル－ポリウレタンマトリックスがもたらされる。ポリイソシ
アネート架橋剤に対するポリエステル樹脂のＯＨ：ＮＣＯ比は、ポリマー樹脂及び架橋剤
の両方の官能基が全て、ウレタン形成架橋反応中に消費されるように、実質的に１：１に
する。本発明の目的では、用語「ポリイソシアネート」は、ジイソシアネート、イソシア
ヌレート、ビウレット、イソシアヌレート　アロファネート等の少なくとも２つのイソシ
アネート官能基を有するイソシアネート官能性化合物を指す。好ましい実施形態では、ポ
リマー樹脂は、ポリエステル－ポリウレタン樹脂である。
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【００２７】
　本発明のポリイソシアネートは、イソホロンジイソシアネート（ＩＰＤＩ）、４，４’
－ジシクロヘキシルメタン－ジイソシアネート、及びトリメチル－ヘキサメチレン－ジイ
ソシアネート、１，６－ヘキサメチレンジイソシアネート、２，２，４－トリメチルヘキ
サメチレンジイソシアネート、オクタデシレンジイソシアネート、及び１，４ーシクロヘ
キシレンジイソシアネート、トルエンジイソシアネート；メチレンジフェニルジイソシア
ネート；テトラメチルキシレンジイソシアネート、及びそれらのイソシアヌレート、ビウ
レット、アロファネート、並びにそれらの混合物、並びにそれらの付加物、イソシアヌレ
ート、ビウレット、及びアロファネート等の化合物から選択してもよい。１つの実施形態
では、ポリイソシアネートは、ＩＰＤＩを含む。
【００２８】
　本発明の幾つかの実施形態によると、架橋剤に存在する遊離イソシアネート基の各々は
、ヒドロキシル基及びイソシアネート基が最終硬化前に早期反応しないように一時的にブ
ロッキング剤でブロックされていてもよく、それにより、保管及び輸送中の前駆体混合物
の保存寿命が延長される。好適なブロッキング剤としては、例えば、イソプロパノール又
はｔｅｒｔ－ブタノール等の二級又は三級アルコール；マロン酸ジアルキルエステル、ア
セチルアセトン、及びアセト酢酸アルキルエステル等のＣ－Ｈ酸性化合物、ホルムアルド
キシム、アセトアルドキシム、メチルエチルケトンオキシム、シクロヘキサノンオキシム
、アセトフェノンオキシム、ベンゾフェノンオキシム、又はジエチルグリオキシム等のオ
キシム、又はε－カプロラクタム、δ－バレロラクタム、γ－ブチロラクタム等のラクタ
ム、フェノール、ｏ－メチルフェノール等のフェノール；Ｎ－メチルアセトアミド等のＮ
－アルキルアミド、フタルイミド等のイミド、ジイソプロピルアミン、イミダゾール、ピ
ラゾール、及び１，２，４－トリアゾール等の二級アミンを挙げることができる。好まし
い実施形態では、架橋剤は、ε－カプロラクタムでブロックされているＩＰＤＩである。
【００２９】
　ブロッキング剤は、架橋剤に存在する遊離イソシアネート基が全て一時的にブロックさ
れるように、遊離イソシアネート基に対して約１：１の化学量論比で使用してもよい。ブ
ロッキング剤は、イソシアネート基が水分又は架橋剤と室温で早期反応することを防止す
るが、１７０℃以下の高度でイソシアネート基から脱ブロックキングされることになり、
それにより、遊離イソシアネート基が架橋剤と反応し、完全に硬化したマトリックスを形
成することが可能になる。
【００３０】
　他の実施形態では、ブロックドポリイソシアネートは、ウレトジオン修飾ポリイソシア
ネートの形態であってもよい。ウレトジオン修飾ポリイソシアネートは、２つの遊離イソ
シアネート基並びに２つの内部的にブロックされているイソシアネート基を含む。イソシ
アネート基の内部ブロッキングは、ε－カプロラクタム等の外部ブロッキング剤を必要と
せずに生じる。高温でウレトジオン環が壊れ、２つの内部的にブロックされていたイソシ
アネート基が、ウレタン成形反応におけるヒドロキシル基等のイソシアネート反応基との
反応に利用可能となる。本発明によると、ウレトジオンでブロックされたポリイソシアネ
ートは、上述のポリイソシアネート化合物、例えばＩＰＤＩ等から形成することができる
。脱ブロッキング後、ジイソシアネートに基づくウレトジオンは、４つのイソシアネート
基の当量を含むことになる。
【００３１】
　幾つかの実施形態では、触媒を加えて、ヒドロキシル基とイソシアネート基とのウレタ
ン形成反応を支援してもよい。触媒は、ジラウリン酸ジブチルスズ若しくはオクタン酸ス
ズ等の有機金属触媒、又はトリエチルアミン、ピリジン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノシクロ
ヘキサン、若しくは１，４－ジアザビシクロ［２．２．２］オクタン等の三級アミンから
選択してもよい。他の触媒を、金属イオンジアクリリオジウム塩（diacryliodium salt）
から選択してもよい。触媒は、前駆体混合物の総重量を基準にして約０．００１重量％か
ら約１重量％までの範囲の量で存在していてもよい。この範囲は、前駆体混合物の総重量
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を基準にして０．００２、０．００５、０．０１、０．０２、０．０５、０．１、０．２
、０．５、及び０．８重量％等の、その間の特定の値及び部分範囲を全て含む。
【００３２】
　幾つかの実施形態では、ポリマー樹脂は、イソシアネート末端ウレタン－ポリエステル
プレポリマーであってもよい。プレポリマーは、ヒドロキシル末端ポリエステル樹脂に対
して２：１から６：１までの範囲のＮＣＯ：ＯＨ比の化学量論的に過剰なポリイソシアネ
ートの反応産物であってもよい。イソシアネートが過剰であると、ポリウレタンプレポリ
マーの形成中に、遊離ヒドロキシル基が全て消費されるが、遊離イソシアネート基はプレ
ポリマーに残ることになる。プレポリマー形成後に残留する過剰なポリイソシアネートは
全て、低圧真空により除去することができる。プレポリマーに存在する遊離イソシアネー
ト基は、プレポリマーに存在する遊離イソシアネート基が全て一時的にブロックされるよ
うに、遊離イソシアネートに対するブロッキング剤の化学量論比が約１：１である上記で
考察したイソシアネートブロッキング剤でブロックされていてもよい。その後、ブロック
ドイソシアネート末端ポリエステルプレポリマーをポリオール架橋剤と混合して、保管安
定性前駆体混合物を形成することができる。ポリオール架橋剤は、ポリエステル樹脂の形
成に関して列挙したものと同じ低分子量ポリオール化合物を含む。
【００３３】
　幾つかの実施形態では、カルボキシル官能性ポリエステル樹脂を、ポリオール架橋剤で
硬化してもよく、それによりポリエステルマトリックスがもたらされる。カルボキシル官
能性ポリエステル樹脂に存在する遊離カルボキシル基は、架橋剤に存在するカルボキシル
基に対して、約１：１のＣＯＯＨ：ＯＨ化学量論比で存在してもよく、それによりポリエ
ステル樹脂及び架橋剤の両方に存在する官能基が全てエステル化架橋反応中に消費される
ことになる。ポリオール架橋剤は、ポリエステル樹脂の形成に関して列挙したものと同じ
低分子量ポリオール化合物を含む。
【００３４】
　また、カルボキシル官能性ポリエステル樹脂は、エポキシ官能性化合物で硬化してもよ
い。幾つかの非限定的な実施形態では、エポキシ官能性化合物は、飽和又は不飽和の脂肪
族、脂環式、芳香族、又はヘテロ環式であってもよいエポキシ樹脂を含んでいてもよい。
【００３５】
　本発明での使用に好適なエポキシ樹脂の例としては、多価化合物のポリグリシジルエー
テル、臭素化エポキシ、エポキシノボラック又は同様のポリヒドロキシフェノール樹脂、
グリコール又はポリグリコールのポリグリシジルエーテル、及びポリカルボン酸のポリグ
リシジルエステルが挙げられる。好ましくは、エポキシ樹脂は、多価フェノールのポリグ
リシジルエーテルである。多価フェノールのポリグリシジルエーテルは、例えば、アルカ
リの存在下でエピハロヒドリンを多価フェノールと反応させることにより生成することが
できる。好適な多価フェノールの例としては、以下のものが挙げられる。２，２－ビス（
４－ヒドロキシフェニル）プロパン（ビスフェノールＡ；２，２－ビス（４－ヒドロキシ
－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）プロパン；１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）エタ
ン；１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）イソブタン；２，２－ビス（４－ヒドロキ
シターシャリブチルフェニル）プロパン；ビス（２－ヒドロキシナプチル）メタン；１，
５－ジヒドロキシルナフタレン；及び１，１－ビス（４－ヒドロキシ－３－アルキルフェ
ニル）エタン等。
【００３６】
　本発明によると、結合剤組成物は、水分を含む以外は、揮発性溶媒を実質的に含まない
。本発明の目的では、用語「実質的に含まない」は、基準要素の総重量を基準にして０．
０５重量％未満であることを意味する。非限定的な例では、実質的に溶媒を含まない、結
合剤、架橋剤、及び充填材を含む混合物は、混合物の総重量を基準にして０．０５重量％
未満の量、好ましくは０．０１重量％未満の量の溶媒を含む。好ましい実施形態によると
、本発明の結合剤組成物は、１００％固形物を有し、揮発性有機溶媒を含んだ溶媒を含ま
ない。更に、本発明の更なる実施形態によると、結合剤組成物は、フルオロ修飾ポリウレ
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タン、フルオルポリマー、例えば、ＰＶＤＦ又はＰＴＦＥ等のフッ化炭素基を含むポリマ
ー樹脂を実質的に含まない。別に記載のない限り、本発明の結合剤組成物を構成するポリ
マー樹脂は、フッ化炭素基を実質的に含まない。
【００３７】
　幾つかの実施形態によると、本発明の粉末コーティングは、添加剤、充填剤、コーティ
ング性能増強剤を更に含んでいてもよい。そのような充填剤及び添加剤としては、これら
に限定されないが、不活性充填剤、酸化防止剤、安定化剤、顔料、補強剤、補強ポリマー
、潤滑剤、殺真菌剤、脱気剤、界面活性剤、流動添加剤、分散剤、チキソトロープ剤、接
着促進剤、光安定剤、難燃剤、防蝕剤、阻害剤、均展剤、クレーター防止剤（anti-crate
ring agent）、及びそれらの混合物を挙げることができる。幾つかの実施形態では、殺真
菌剤は、粉末コーティング組成物の総重量を基準にして約６重量％から約１０重量％まで
の範囲の量で存在してもよい。非限定的な例では、殺真菌剤は、ホウ酸亜鉛、２－（４－
チアゾリル）ベンズイミダゾールを含んでいてもよい。
【００３８】
　幾つかの実施形態では、前駆体組成物は、結合剤に存在する官能基と反応可能な官能基
を更に含むアクリルコポリマー等の補強ポリマーを更に含んでいてもよい。非限定的な例
では、補強ポリマーは、グリシジル官能性アクリルポリマーを含んでいてもよい。以前に
考察したように、グリシジル基はカルボン酸基と反応可能である。
【００３９】
　また更なる添加剤としては、例えば、酸化クロム、クロム、酸化亜鉛、酸化銅、銅、ニ
ッケル、チタン、ステンレス鋼、アルミニウム、二酸化チタン、酸化スズ、鉄、及び酸化
鉄等の金属及び金属酸化物が挙げられる。そのような金属は、例えば、耐摩耗性の充填剤
、相溶化剤として、又は顔料としての役割を果たすことができる。顔料は、二酸化チタン
、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、又はそれらの組み合わせ等の化合物を更に含んでいて
もよい。本発明の幾つかの実施形態では、顔料は、１８０ｎｍから２２０ｎｍまでの範囲
の平均粒子サイズを有していてもよく、好ましい実施形態では、顔料は、約２００ｎｍの
平均粒子サイズを有する。幾つかの実施形態では、本発明による粉末コーティングは、約
１５重量％～約３０の重量％の顔料を含んでいてもよい。幾つかの実施形態によると、本
発明による粉末コーティングは、約２０重量％の二酸化チタンを含んでいてもよい。
【００４０】
　本発明による界面活性剤は、本明細書で考察されているように、最終処理及び硬化前に
、界面活性剤組成物の前駆体混合物に添加してもよい。本発明による界面活性剤組成物は
、溶媒を実質的に含まず、好ましくは１００％の固形分を有し、揮発性有機溶媒を含む溶
媒を実質的に含まない。本発明による界面活性剤組成物は、室温で粉末形態である。界面
活性剤組成物は、少なくとも１つのフッ素系界面活性剤を含む。
【００４１】
　本発明によるフッ素系界面活性剤は、約５０℃から約７０℃までの範囲の融解温度を有
していてもよい。幾つかの実施形態では、本発明のフッ素系界面活性剤は、約１から約６
までの範囲（その間の値及び部分範囲を全て含む）の低いｐＨ値を有する。幾つかの実施
形態では、フッ素系界面活性剤は、フッ素系陰イオン界面活性剤であってもよい。本発明
によるフッ素系界面活性剤の陰イオン性部分は、硫酸部分、スルホン酸部分、リン酸部分
、又はカルボン酸部分から選択され、リン酸部分が好ましい。幾つかの実施形態によると
、本発明のフッ素系界面活性剤は、下記式の少なくとも１つを有していてもよい：
　　式Ｉ：（ＲｆＡＯ）Ｐ（Ｏ）（Ｏ－Ｍ＋）２

　　式ＩＩ：（ＲｆＡＯ）２Ｐ（Ｏ）（Ｏ－Ｍ＋）
　式中、Ｒｆは、Ｃ１～Ｃ１６直鎖又は分岐ペルフルオロアルキルであり、任意選択で、
１つ、２つ、又は３つのエーテル酸素原子により中断されていてもよい。
【００４２】
　Ａは、以下のものから選択される。（ＣＨ２ＣＦ２）ｍ（ＣＨ２）ｎ、（ＣＨ２）ｏＳ
Ｏ２Ｎ（ＣＨ３）（ＣＨ２）ｐ、Ｏ（ＣＦ２）ｑ（ＣＨ２）ｒ、又はＯＣＨＦＣＦ２ＯＥ
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。
【００４３】
　ｍは、０～４である。
　ｎ、ｏ、ｐ、及びｒは、各々独立して２～２０である。
　ｑは２である。
【００４４】
　Ｅは、酸素原子、硫黄原子、又は窒素原子により任意選択で中断されているＣ２～Ｃ２

０直鎖又は分岐アルキル基；環式アルキル基、又はＣ６～Ｃ１０アリール基である。
　Ｍは、第Ｉ族金属又はアンモニウム陽イオン（ＮＨｘ（Ｒ２）ｙ）＋であり、式中、Ｒ
２はＣ１～Ｃ４アルキルであり、ｘは１～４であり、ｙは０～３であり、ｘ＋ｙは４であ
る。
【００４５】
　好ましい実施形態では、フッ素系界面活性剤は、式ＩＩＩのフッ素系陰イオン界面活性
剤からなっていてもよい。
　　式ＩＩＩ：（ＲｆＣＨ２ＣＨ２Ｏ）Ｐ（Ｏ）（ＯＮＨ４）２

　式中、Ｒｆは、式：Ｆ［ＣＦ２－ＣＦ２］３～８を有するＣ４～Ｃ８ペルフルオロアル
キル基である。好ましい実施形態では、フッ素系界面活性剤は、無溶媒のフッ素系陰イオ
ン界面活性剤である。好適なフッ素系陰イオン界面活性剤は市販されている。
【００４６】
　幾つかの実施形態では、本発明による界面活性剤組成物は、フッ素系陽イオン界面活性
剤を少なくとも実質的に含まないか又は含まない。幾つかの実施形態によると、フッ素系
界面活性剤は、粉末コーティングの総重量を基準にして約０．０５重量％から約４重量％
まで範囲の量で存在していてもよい。好ましい実施形態では、フッ素系界面活性剤は、粉
末コーティングの総重量を基準にして約０．７重量％から３重量％までの範囲の量で存在
していてもよい。幾つかの実施形態では、フッ素系界面活性剤は、粉末コーティングの総
重量を基準にして約１．５重量％から３重量％までの、或いは約０．１重量％から０．３
重量％までの範囲の量で存在していてもよい。幾つかの実施形態によると、フッ素系界面
活性剤は、顔料の総重量を基準にして１０重量％から２５重量％までの範囲（その間の部
分範囲及び整数を全て含む）の量に存在していてもよい。
【００４７】
　本発明の幾つかの実施形態によると、顔料、例えば二酸化チタンは、前駆体混合物に添
加される前に、界面活性剤組成物で前処理されてもよい。好ましい実施形態では、顔料は
、以下のステップに従ってフッ素系陰イオン界面活性剤で前処理される。本発明のフッ素
系陰イオン界面活性剤組成物を、５０℃から７０℃までの範囲（その間の整数及び部分範
囲を全て含む）であってもよい高温に加熱して、フッ素系陰イオン界面活性剤を融解させ
、その後酸化チタンを添加するステップ。その後、フッ素系陰イオン界面活性剤及び顔料
を混合し、それにより前処理済みの二酸化チタン顔料が生成される。幾つかの実施形態で
は、上記高温は、５５℃であってもよい。前処理済みの顔料を室温に冷却してから、結合
剤及び架橋剤と混合し、本明細書で考察されているような前駆体混合物を形成することが
できる。好ましい実施形態では、顔料は、式ＩＩＩのフッ素系陰イオン界面活性剤で前処
理された二酸化チタンである。コーティング組成物の他の成分を添加してコーティング組
成物混合物を生成する前に、フッ素系界面活性剤で顔料を前処理することにより、フッ素
系界面活性剤がコーティング組成物中に均一に分散することが判明した。
【００４８】
　本発明の幾つかの実施形態によると、結合剤、架橋剤、並びに添加剤及び充填剤を組み
合わせて、単一の前駆体混合物としてもよい。前駆体混合物は、ある期間にわたって室温
で乾式ブレンダーにより軽く混合することにより、結合剤、架橋剤、及び添加剤／充填剤
を前駆体混合物に均質に分布させることができる。乾式混合した後、前駆体混合物を、本
明細書での考察に従って融解混合及びペレット化することができる。
【００４９】
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　本発明の幾つかの実施形態によると、前駆体混合物は、融解押出機で処理してもよい。
融解押出機は、一軸又は二軸押出機であってもよい。融解押出機は、３つの区画、（１）
供給区画、（２）融解区画、及び（３）分散区画を備えていてもよい。供給区画は、前駆
体混合物による閉塞を防止するために、室温以下の温度で保持されていてもよい。溶融区
画は、一般的に、前駆体混合物の最大Ｔｇを超える温度だが、前駆体混合物の脱ブロッキ
ング及び反応温度未満の温度に加熱される。Ｔｇを超える温度～脱ブロッキング／反応温
度未満で操作することにより、早期脱ブロッキング及び反応を起こさずに、前駆体混合物
が押出機内部で融解及び流動することが可能になる。分散区画では、温度は、Ｔｇを超え
る温度で脱ブロッキング温度未満に維持され、それにより前駆体混合物を均一にすること
が可能になる。幾つかの実施形態では、融解区画及び分散区画は、約９０℃から１５０℃
までの範囲（その間の部分範囲及び整数を全て含む）の温度で操作される。幾つかの実施
形態では、融解区画及び分散区画は、１００℃から１１０℃までの範囲の温度で操作され
る。押出機は、種々の区画が適切な温度範囲内に維持されるように、加熱手段及び冷却手
段を備えているだろう。
【００５０】
　分散区画を通過した後、融解混合した前駆体混合物は、押出機出口金型を通過する。出
口金型には、複数の開口部が幾つかの異なる構成で設けられていてもよい。幾つかの実施
形態では、出口金型の代わりに、その前後の圧力低下を可能にする他のデバイスが設けら
れていてもよい。例えば、そのような圧力低下は、特定のスクリュー構成を使用して達成
することができる。いずれの場合でも、融解押出機中での前駆体混合物の平均滞留時間は
、一般的には５分未満であり、より典型的には３０から１２０秒までの範囲だろう。融解
前駆体混合物は、金型を通過すると共に冷却され、ペレット化される。ペレットを粉砕し
た後、得られた前駆体粉末を収集する。幾つかの非限定的な実施形態では、前駆体混合物
は、グラインダー又は低温グラインダー等の機械により粉砕することができる。得られた
前駆体粉末は、１００μｍ未満の、典型的には３０から５０μｍまでの範囲の平均粒子サ
イズを有していてもよい。
【００５１】
　幾つかの実施形態によると、その後、所定量の前駆体粉末を容器に入れ、それを保管所
に置くか、又は本明細書で考察されているような最終処理を行うために別の場所に移送す
るかのいずれかを行う。他の実施形態では、前駆体粉末は、融解混合した場所と同じ場所
で最終的に処理してもよい。本発明によると、最終処理は、前駆体粉末を基材にスプレー
コーティング又は静電コーティングすることを含む。スプレーコーティングは、静電場で
のスプレーガンにより、又は粉末が摩擦により荷電される摩擦電気ガンにより塗布するこ
とができる。本発明による基材は、金属基材、セラミック基材、複合基材、又はそれらの
組み合わせであってもよい。幾つかの実施形態では、金属基材は、アルミニウムパネル又
は鋼パネル（亜鉛めっき鋼を含む）であってもよい。幾つかの実施形態によると、金属基
材は、鉄、鋼、アルミニウム、スズ、及びそれらの合金等の材料から選択してもよい。基
材は、天井パネル応用に好適な任意の好適な寸法を有していてもよい。
【００５２】
　前駆体粉末を基材にスプレーコーティングした後、得られたスプレーコーティングは、
前駆体混合物の脱ブロッキング及び反応温度を超える硬化温度のオーブンで加熱すること
により硬化される。幾つかの実施形態では、硬化温度は、約１６０℃から２１０℃までの
範囲である。硬化は、結合剤及び架橋剤が完全に反応するのに十分な期間にわたって生じ
てもよく、それにより完全に硬化した粉末コーティングが形成される。幾つかの実施形態
では、硬化は、約１６０℃から１９０℃までの範囲の温度の場合、１５から３０分の範囲
の期間にわたって生じる。幾つかの実施形態では、硬化は、約１９０℃から２１０℃まで
の範囲の温度の場合、約６～１５分の範囲の期間にわたって生じてもよい。得られた硬化
した粉末コーティング及び基材は、本発明の汚れ及び／又は土付着防止パネルを形成する
。幾つかの実施形態では、得られた粉末コーティングは、４０ｕｍから１２０ｕｍまでの
範囲（その間の部分範囲及び整数を全て含む）の厚さを有する。
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　幾つかの実施形態によると、本発明の粉末コーティングは、上述のアクリレート官能性
ポリマーを含むことにより放射線硬化性であってもよい。本発明は、熱硬化性粉末コーテ
ィング組成物を用いて例示されている。しかしながら、熱可塑性粉末コーティング組成物
を使用することもできる。
【００５４】
　以下の例は、本発明に従ってなされている。本発明は、本明細書に記載されている例に
限定されない。
　実施例
　本発明による例は、ポリエステル粉末コーティング及びポリウレタン粉末コーティング
に基づく。各粉末コーティングは、幾つかの結合剤及び架橋剤の反応産物である。本例で
使用されている具体的な反応物は以下の通りである。
【００５５】
　　ｉ．結合剤１：固形分が１００％であり（室温で顆粒形態）、溶融粘度が２００℃で
約５，０００ｍＰａ／ｓであり（２００℃で４，４００～５，７００ｍＰａ／ｓ）、Ｔｇ
が約７０℃（６７℃）であり、酸価が約３３であり、Ｃｒｙｌｃｏａｔ２４４１－２とし
て市販されているカルボキシル化ポリエステル樹脂、
　　ｉｉ．結合剤２：固形分が１００％であり（室温で薄片状粉末）、軟化点が１２０℃
～１３５℃であり、Ｉｓｏｃｒｙｌ　ＥＰ－５４０として市販されているグリシジル官能
性アクリルコポリマー、
　　ｉｉｉ．結合剤３：固形分が１００％であり、溶融粘度が２００℃にて２，１００か
ら３，０００ｍＰａ／ｓまでの範囲であり、Ｔｇが約５０℃（４８℃～５３℃）であり、
ＯＨ値が約２９０であり、酸価が約１１であり、Ｐｏｌｙｍａｃ３１１０として市販され
ているヒドロキシル末端ポリエステル樹脂、
　　ｉｖ．結合剤４：固形分が１００％であり、溶融粘度が２００℃にて４，０００ｍＰ
ａ／ｓであり、Ｔｇが約６０℃（５９℃）であり、ＯＨ値が４０であり、酸価が１３であ
り、Ｒｕｃｏｔｅ１０２として市販されているヒドロキシル末端ポリエステル樹脂；
　　ｖ．架橋材１：固形分が１００重量％であり、融点が１２０℃～１２４℃であり、Ｏ
Ｈ値が６２０～７００であり、Ｐｒｉｍｉｄ　ＸＬ－５５２として市販されているβ－ヒ
ドロキシアルキルアミド（ＨＡＡ）、及び
　　ｖｉ．架橋剤２：固形分が１００％であり、Ｔｇが約６０℃（５８℃）であり、ＮＣ
Ｏ当量が２８０であり、Ａｌｃｕｒｅ４４０２として市販されているε－カプロラクタム
でブロックされているＩＰＤＩ。
【００５６】
　本発明によると、ポリエステル（ＰＥ）及びポリウレタン（ＰＵ）調製物は、下記の表
１に示されている通りである。
【００５７】
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【表１】

　ＰＥ調製物２は、従来の二酸化チタン粒子を含むエポキシ官能性架橋剤と混合されてい
るポリエステル樹脂であり、Ｉｎｔｅｒｐｏｎ　Ｄ１０３６としてＡｋｚｏＮｏｂｅｌ社
から市販されている。
【００５８】
　ＰＥ調製物３は、従来の二酸化チタン粒子を含むエポキシ官能性架橋剤と混合されてい
るポリエステル樹脂であり、Ｉｎｔｅｒｐｏｎ　ＥＣ５４４としてＡｋｚｏＮｏｂｅｌ社
から市販されている。
【００５９】
　本発明の例では、界面活性剤で前処理された顔料並びに界面活性剤で前処理されていな
い顔料が比較されており、前処理済みの顔料は、界面活性剤フッ素系陰イオン界面活性剤
、並びに他の界面活性剤との関連する比較を含む。具体的な前処理済みの顔料は、以下の
通りである。
【００６０】
　　ｉ．界面活性剤組成物１は、１００％の固形物を有し、化粧用成分としてＵｎｉｐｕ
ｒｅ（商標）ＬＣ９８１の商品名でＳｅｎｓｉｅｎｔ社から入手可能であるフッ素系陰イ
オン界面活性剤アンモニウムＣ６～Ｃ１６ペルフルオロアルキルエチルリン酸を含む。
【００６１】
　　ｉｉ．界面活性剤組成物２は、１００％の固形物を有し、リン酸基を有するフッ素系
陰イオン界面活性剤を含む。このフッ素系陰イオン界面活性剤は、５０℃～７０℃の融解
温度及び１～５のｐＨ値を有する。例示的で好適なフッ素系陰イオン界面活性剤は、Ｃａ
ｐｓｔｏｎｅ（登録商標）ＦＳ－６６の商品名でＤｕ　Ｐｏｎｔ社から市販されている。
【００６２】
　　ｉｉｉ．界面活性剤組成物３は、フッ素系非イオン界面活性剤を含む。界面活性剤組
成物２は、１００％の固形分及び７～８．５の範囲のｐＨを有する。例示的な非イオン界
面活性剤は、市販のＣａｐｓｔｏｎｅ（登録商標）ＦＳ－３１００である。
【００６３】
　　ｉｖ．界面活性剤組成物４は、１００％の固形物を有し、式：Ｃ４Ｆ９－ＣＨ＝ＣＨ

２を有するフッ素系単量体界面活性剤を含む。フッ素系単量体界面活性剤は、５８℃の沸
点及び２５℃にて７ｍＰａ／ｓの粘性を有する。例示的なフッ素系単量体界面活性剤は、
市販のＣａｐｓｔｏｎｅ（登録商標）４２－Ｕである。
【００６４】
　　ｖ．界面活性剤組成物５は、１００％の固形分を有し、シロキサン系非イオン界面活
性剤を含む。シロキサン含有界面活性剤は、Ａｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ社から市販されて
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いるＤｙｎｏｌ（登録商標）９６０である。
【００６５】
　その後、界面活性剤組成物１のフッ素系界面活性剤以外の界面活性剤を使用して、以下
の方法により酸化チタン粉末を前処理する。界面活性剤組成物の各々を、別々に５５℃に
加熱した後、ある期間にわたってある量の二酸化チタン粒子と混合する。その期間の後、
前処理済みの二酸化チタン粒子を室温に冷却し、下記の表２に示されているような種々の
ＰＵ調製物又はＰＥ調製物と混合し、それにより前駆体混合物を生成する。ＰＵ調製物又
はＰＥ調製物と前処理済みチタンとの混合は、追加のステップであり、必須ではないが、
得られる系の均一性が増強される。
【００６６】
　その後、各前駆体混合物を、９５℃～１０８℃の範囲の温度にて押出機により融解混合
する。得られた押出物は各々、ペレット化して粉末にする。得られた粉末は各々、アルミ
ニウム基材の第１の主表面にスプレーコーティングする。その後、コーティングした基材
を１９５℃の温度で熱硬化させ、それにより汚れ付着防止パネルを生産する。
【００６７】
　その後、各汚れ付着防止パネルの汚れ付着防止性を、以下の方法に従って比較する。表
２に表示されている成分を有する汚れ組成物を調製する。
【００６８】
【表２】

　Ｓｎｏ－Ｂｒｉｔｅクレイは、＞９５重量％のカオリン並びに少量のシリカ（石英、ク
リストバライト）、マイカ、及び二酸化チタンを含む。各汚れ付着防止パネルを、粉末コ
ーティング表面を上向きにして配置する。その後、ある量（０．２グラム）の表２の汚れ
組成物をプラスチックカップに入れ、粉末コーティング表面の上方に保持し、プラスチッ
クカップを軽く叩いて、汚れ組成物が、上向きに配置されている汚れ付着防止パネルの粉
末コーティング表面に自然に落下するようにした。粉末コーティング表面に塗布された汚
れ組成物の他は、汚れ付着防止パネルはもとのままである。その後、汚した汚れ付着防止
パネルを、２４時間の期間にわたって静置した。
【００６９】
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　２４時間の期間後、汚れ付着防止パネルを上下逆さまにして（１８０°）、粉末コーテ
ィング表面を下向きにし、付着していない汚れ組成物を汚れ付着防止パネル粉末コーティ
ング表面から落下させた。粉末コーティング表面の反対側の汚れ付着防止パネルの表面を
２０回軽く叩いて、汚れ付着防止パネルの粉末コーティング表面から更なる汚れ組成物を
落下させた。その後、汚れ付着防止パネルを途中まで回転させて（９０°）、汚れ付着防
止パネルの粉末コーティング表面を横向きにしてから、汚れ付着防止パネルの側方を１０
回軽く叩く。その後、汚れ付着防止パネルを元の位置に戻し、粉末コーティング表面を上
向きにして、粉末コーティング表面の明度の変化、つまり「デルタＥ」（ΔＥ）を測定す
る。
【００７０】
　デルタＥ値は、以下の計算により決定される。
　　ΔＥ＝［（Ｌ２－Ｌ１）２＋（ａ２－ａ１）２＋（ｂ２－ｂ１）２］１／２

　式中、Ｌ１、ａ１、及びｂ１は各々、Ｍｉｎｏｌｔａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社のＭ
ｉｎｏｌｔａクロマメータＣＲ４１０を使用して測定された汚れ未処理の汚れ付着防止パ
ネルの初期明度である。Ｌ２、ａ２、及びｂ２の値は、以前に考察されているように各試
料を汚れ組成物で汚した後、Ｍｉｎｏｌｔａ社製クロマメータＣＲ４１０により測定した
明度である。試料の３つの異なる領域で種々の色測定値を得る。平均デルタＥを表３に示
されているように記録する。各試験品目の対照試料は、試験品目と同じ色及び構成のもの
である。
【００７１】
【表３】



(17) JP 6851995 B2 2021.3.31

10

20

30

40

　表３に示されているように、フッ素系陰イオン界面活性剤（実施例１～８）に基づく粉
末コーティングは、非イオン界面活性剤（実施例９）、単量体界面活性剤（実施例１０～
１２）、及びシロキサン含有界面活性剤（実施例１３～１５）よりも良好に機能した。実
施例１６及び１７は、界面活性剤で前処理されていない二酸化チタンを含む粉末コーティ
ングである対照例である。更に、実施例５～８により示されているように、ポリウレタン
系粉末コーティングを使用すると、実施例３及び４のポリエステル系粉末コーティングと
比較して、性能特性が著しく向上する。更に、実施例５及び６では、実施例８のデルタＥ
と比較して、ポリウレタン系ではフッ素系陰イオン界面活性剤が少なくてもデルタＥがよ
り高いことが示されている。
【００７２】
　当業者であれば理解するだろうが、本明細書に記載の実施形態には、本発明の趣旨から
逸脱せずに多数の変更及び改変をなすことができる。全てのそのような変更は、本発明の
範囲以内にあることが意図されている。
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